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奈良県提出資料

【地方消費税清算基準関係】 

＜平成２９年度税財政等に関する提案＞ 

（平成 28 年 10 月 全国知事会）（抜粋） 

 ○「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討

 今後も清算基準の見直しにあたっては、社会保障財源を確保するため地方消

費税率を引き上げる経緯に鑑み、可能な限り経済活動の実態を踏まえたものと

するとともに、商業統計や経済センサス活動調査において正確に都道府県別の

最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として「人口」を用いること等

により、算定における「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべき

である。

＜平成２９年度税制改正大綱＞

（平成 28 年 12 月 8 日 自由民主党・公明党）（抜粋）

 ○地方消費税の清算基準については、平成 30 年度税制改正に向けて、地方

消費税の税収を最終消費地の都道府県により適切に帰属させるため、地方公共

団体の意見を踏まえつつ、統計データの利用方法等の見直しを進めるととも

に、必要に応じ人口の比率を高めるなど、抜本的な方策を検討し、結論を得る。


